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改
正
均
等
法
下
の
新
聞
求
人
広
告
へ
の
問
い
合
わ
せ
調
査

　
　
一
九
九
九
年
新
聞
求
人
広
告
問
い
合
わ
せ
調
査

　
　
　
調
査
の
方
法

　
　
　
今
も
続
く
性
別
募
集
の
実
態

　
　
　
募
集
性
別
ご
と
に
み
た
募
集
職
種

　
　
　
募
集
性
別
ご
と
に
み
た
就
業
形
態

　
　
　
募
集
性
別
ご
と
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み
た
記
載
賃
金

　
　
　
募
集
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別
ご
と
に
み
た
記
載
年
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募
集
性
別
ご
と
に
み
た
記
載
学
歴

　
　
　
新
聞
別
に
み
た
傾
向

　
一
　
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
一
九
九
九
年
改
正
と
求
人
広
告

　
二

－
　
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
改
正
と
新
聞
求
人
広
告

H　
「

　
二

　
三

　
四

　
五

　
六

　
七

　
八
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九
　
問
い
合
わ
せ
サ
ン
プ
ル
の
妥
当
性
に
つ
い
て

（
以
下
次
号
）

1

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
改
正
と
求
人
広
告

　
　
　
一
　
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
一
九
九
九
年
改
正
と
求
人
広
告

　
「
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
均
等
法
と
略
記
）
が
改
正
さ
れ
、
一
九

九
九
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
。

　
改
正
均
等
法
は
、
従
来
の
均
等
法
の
内
容
を
大
き
く
修
正
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
表
1
に
、
均
等
法
な
ら
び
に
同
時
期
に
改
正

さ
れ
た
関
連
法
規
の
改
正
点
を
、
改
正
前
と
改
正
後
を
対
照
さ
せ
る
形
で
掲
げ
た
が
、
改
正
の
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
以
下
の
七
点
に

要
約
さ
れ
よ
う
。

一
、
募
集
・
採
用
に
つ
い
て
の
女
性
差
別
の
禁
止
（
第
五
条
）

二
、
配
置
・
昇
進
・
教
育
訓
練
に
つ
い
て
の
女
性
差
別
の
禁
止
（
第
六
条
）

三
、
女
性
の
み
・
女
性
優
遇
の
原
則
的
禁
止
（
第
九
条
）

四
、
一
方
の
当
事
者
か
ら
の
申
請
に
よ
る
調
停
開
始
（
第
二
二
条
）

五
、
女
性
差
別
の
是
正
勧
告
に
従
わ
な
い
企
業
名
の
公
表
（
第
二
六
条
）

六
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
ヘ
の
国
の
援
助
（
第
二
〇
条
）
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　　　　　　　表1　1999年4月より変わった労働関係法規

男女雇用機会均等法

　改正後
　　禁　　止

　　禁　　止

　　禁　　止

　原則として禁止

一方申請を可とする

　企業名の公表

　国による援助

事業主の配慮義務

改正前
努力義務

努力義務

止禁部一

　項
募集・採用

配置・昇進

教育訓練

事

差別の禁止

適法
双方の同意が条件

規定なし

規定なし

規定なし

規制を解消就業を規制

　女性のみ・女性優遇

　　　調　　停

　　　制　　裁

ポジティブ・アクション

セクシュアルハラスメント

労働基準法

女性の時問外・休日労働、深

夜業

育児・介護休業法

育児または家族介護を行う

　労働者の深夜業の制限
規定なし深夜業

七
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
へ
の
事
業
主
の
配
慮

義
務
（
第
二
一
条
）

　
一
、
に
あ
げ
た
、
募
集
・
採
用
時
の
男
女
差
別
の
努
力
義
務

規
定
か
ら
禁
止
規
定
へ
の
変
更
に
伴
い
、
求
人
広
告
に
お
い
て

も
、
女
男
を
区
別
し
た
募
集
が
禁
止
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
「
男
性
の
み
」
の
募
集
、
「
女
性
の
み
」
の
募
集
、

女
男
別
々
の
処
遇
に
よ
る
募
集
、
ま
た
「
ウ
ェ
イ
タ
ー
」
「
セ
ー

ル
ス
レ
デ
ィ
ー
」
な
ど
一
方
の
性
の
み
を
示
す
職
種
名
の
使
用

等
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
募
集

内
容
を
、
性
に
よ
っ
て
区
分
す
る
こ
と
を
半
ば
当
然
の
こ
と
と

し
て
き
た
日
本
に
お
け
る
求
人
広
告
史
上
、
画
期
的
な
出
来
事

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

労
働
省
女
性
局
で
は
、
改
正
均
等
法
施
行
に
先
立
つ
一
九
九

八
年
一
〇
月
、
六
項
目
に
わ
た
る
「
募
集
及
び
採
用
に
つ
い
て

事
業
主
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関

連
さ
せ
る
形
で
、
「
求
人
広
告
作
成
上
の
留
意
点
」
を
公
表
し
て

（
1
）

い
る
。
そ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
求
人
の
文
言
が
均
等
法
違
反

に
あ
た
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
を
ど
う
改
善
し
た
ら
よ
い
の
か
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が
、
具
体
的
か
つ
詳
細
に
例
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
概
要
を
、
巻
末
資
料
1
に
掲
載
し
て
お
い
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
求
人
す
る
企
業
側
や
求
職
者
に
求
人
紹
介
を
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
の
求
人
紹
介
組
織
と
と
も
に
、

新
聞
の
求
人
広
告
、
折
り
込
み
チ
ラ
シ
、
求
人
情
報
誌
等
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
女
男
別
々
に
求
人
欄
を
設
け
た
り
、
女
男
別
の
採

用
人
数
・
職
種
・
就
業
形
態
・
賃
金
等
を
設
定
・
記
載
す
る
こ
と
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
は
、
「
女
性
募
集
情
報
コ
ー
ナ
ー
」
を
な
く
し
た
。
ま
た
、
長
ら
く
女
性
の
求
人
情
報
誌
と
し

て
読
ま
れ
て
き
た
『
と
ら
ば
ー
ゆ
』
は
、
女
男
双
方
の
た
め
の
求
人
誌
に
衣
替
え
し
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
も
「
私
ら
し
く
、
僕
ら
し
く
」

へ
と
変
え
て
、
表
紙
に
男
性
を
起
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
様
に
新
聞
各
紙
に
お
い
て
も
、
一
九
九
九
年
四
月
一
日
以
降
、
均
等
法

違
反
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
募
集
・
採
用
時
の
女
性
と
男
性
の
均
等
待
遇
が
努
力
義
務
規
定
だ
っ
た
せ
い
か
、
ず
っ
と
掲
載
さ
れ

続
け
て
き
た
「
男
性
の
み
」
の
募
集
、
そ
し
て
以
前
は
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
「
女
性
の
み
」
の
募
集
が
、
紙
面
か
ら
ほ
と
ん
ど
消

え
た
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
表
面
上
の
変
化
は
、
は
た
し
て
三
月
三
一
日
ま
で
存
在
し
た
「
女
性
募
集
」
「
男
性
募
集
」
が
、
一
夜
に
し
て
す

べ
て
「
女
男
募
集
」
に
変
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
表
向
き
は
性
別
不
問
で
も
、
実
際
に
は
女
男
別
募
集
が
相
変
わ
ら
ず

行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
　
改
正
均
等
法
下
の
新
聞
求
人
広
告
へ
の
問
い
合
わ
せ
調
査

　
「
女
性
と
新
聞
メ
デ
ィ
ア
研
究
会
」
は
、
均
等
法
施
行
前
年
の
一
九
八
五
年
以
来
、
均
等
法
施
行
後
の
八
六
年
、
九
一
年
、
九
六
年
と

計
四
回
に
わ
た
っ
て
朝
日
新
聞
・
毎
日
新
聞
・
読
売
新
聞
の
全
国
紙
三
紙
に
お
け
る
求
人
広
告
紙
面
の
内
容
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
こ

の
間
、
新
聞
の
求
人
欄
に
は
「
女
男
募
集
」
以
外
に
、
当
時
は
合
法
だ
っ
た
「
女
性
の
み
」
の
募
集
、
そ
し
て
当
時
も
違
法
だ
っ
た
「
男
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性
の
み
」
の
募
集
が
掲
載
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
、
そ
の
三
つ
の
募
集
性
別
と
、
募
集
職
種
・
就
業
形
態
・
募
集
年
齢
・
給
与
形
態
・

給
与
金
額
・
資
格
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
量
的
分
析
を
継
続
し
て
き
た
。

　
そ
の
結
果
、

一
、
各
紙
と
も
均
等
法
違
反
の
「
男
性
募
集
」
と
表
示
さ
れ
た
求
人
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と

二
、
女
性
募
集
は
事
務
職
や
サ
ー
ビ
ス
職
が
多
く
、
男
性
募
集
は
営
業
職
が
多
い
な
ど
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
反
映
し
た
職
種
の
偏
り
が
み

　
ら
れ
る
こ
と

三
、
男
性
募
集
の
就
業
形
態
は
正
社
員
が
多
い
の
に
対
し
、
女
性
募
集
の
就
業
形
態
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
や
ア
ル
バ
イ
ト
が
多
い
こ
と

四
、
女
性
の
募
集
年
齢
幅
が
男
性
よ
り
も
狭
い
こ
と

五
、
女
性
募
集
に
お
け
る
給
与
額
が
他
の
募
集
性
別
よ
り
も
低
い
こ
と

な
ど
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
よ
り
詳
細
な
研
究
結
果
は
、
九
一
年
ま
で
の
調
査
に
つ
い
て
は
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
み
た
新
聞
の

う
ら
・
お
も
て
』
（
田
中
和
子
・
諸
橋
泰
樹
編
著
、
現
代
書
館
、
一
九
九
六
年
）
に
、
ま
た
、
均
等
法
研
究
会
作
業
部
会
と
共
同
で
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

た
九
六
年
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
「
新
聞
求
人
広
告
に
み
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
現
状
」
（
『
国
学
院
法
学
』
第
三
六
巻
第
三
号
）
に
掲
載
し
た
。

同
論
文
で
は
、
九
六
年
の
デ
ー
タ
を
多
変
量
解
析
に
か
け
て
、
性
別
求
人
広
告
の
判
別
要
因
を
探
り
、
性
別
求
人
広
告
の
グ
ル
ー
ピ
ン

グ
も
行
っ
た
。

　
均
等
法
研
究
会
作
業
部
会
と
連
携
し
て
行
っ
た
今
回
の
調
査
で
は
、
表
向
き
「
女
性
」
「
男
性
」
と
い
う
性
別
募
集
広
告
が
紙
面
上
か

ら
な
く
な
っ
た
こ
と
が
、
は
た
し
て
実
際
の
女
男
別
募
集
の
廃
棄
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
改
正
均

等
法
施
行
か
ら
半
年
を
経
た
一
九
九
九
年
一
〇
月
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
全
国
紙
三
紙
の
求
人
広
告
を
表
記
の
上
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
す
る

と
同
時
に
、
広
告
に
掲
載
さ
れ
た
求
人
先
に
対
し
て
、
女
性
と
男
性
の
双
方
が
、
応
募
可
能
性
や
仕
事
の
内
容
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ



る
電
話
調
査
を
実
施
し
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。
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II

一
九
九
九
年
新
聞
求
人
広
告
問
い
合
わ
せ
調
査

　
　
　
一
　
調
査
の
方
法

　
間
い
合
わ
せ
調
査
の
対
象
と
し
た
求
人
広
告
は
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
二
四
日
（
日
）
の
朝
日
・
毎
日
・
読
売
の
各
首
都
圏
版
で
あ

る
。
日
曜
日
は
求
人
広
告
の
掲
載
数
が
多
く
、
ま
た
休
業
す
る
求
人
先
が
少
な
く
な
い
の
で
、
翌
月
曜
日
の
問
い
合
わ
せ
も
可
能
だ
ろ

う
と
の
判
断
に
よ
る
。
求
人
掲
載
ぺ
ー
ジ
は
、
朝
日
が
全
面
広
告
（
一
五
段
）
三
ぺ
ー
ジ
と
三
段
広
告
二
ぺ
ー
ジ
、
毎
日
が
一
三
段
広

告
一
ぺ
ー
ジ
の
み
、
読
売
が
全
面
広
告
一
ぺ
ー
ジ
と
ご
一
段
広
告
一
ぺ
ー
ジ
、
八
段
広
告
一
ぺ
ー
ジ
で
あ
る
。
人
的
・
時
間
的
な
制
約

か
ら
、
今
回
は
各
紙
の
全
面
求
人
広
告
の
第
一
ぺ
ー
ジ
目
（
毎
日
は
二
二
段
広
告
一
ぺ
ー
ジ
の
み
な
の
で
そ
の
ぺ
ー
ジ
）
を
調
査
す
る

こ
と
に
し
た
。
そ
れ
ら
の
該
当
面
（
ぺ
ー
ジ
）
は
、
朝
日
が
一
八
面
、
毎
日
が
八
面
、
読
売
が
二
八
面
で
あ
る
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
九
九
年
一
〇
月
二
四
日
お
よ
び
翌
二
五
日
の
月
曜
日
に
、
同
一
の
求
人
に
対
し
て
女
性
と
男
性
の
調
査
者
が
、
そ

れ
ぞ
れ
電
話
で
行
っ
た
。
た
だ
し
、
「
弁
理
士
」
「
ボ
イ
ラ
ー
技
師
」
「
歯
科
技
工
士
」
「
機
械
設
計
技
術
者
（
C
A
D
製
図
）
」
な
ど
特
別

な
資
格
や
技
能
を
要
す
る
求
人
や
「
夫
婦
住
込
み
」
な
ど
条
件
つ
き
の
求
人
、
電
話
番
号
の
記
載
が
な
い
求
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
問
い

合
わ
せ
調
査
か
ら
除
外
し
た
。
ま
た
、
読
売
に
み
ら
れ
た
「
看
護
婦
」
「
正
准
看
護
婦
」
求
人
の
二
件
は
、
性
別
を
明
示
し
た
明
ら
か
な

違
反
広
告
な
の
で
、
こ
れ
も
除
外
し
た
。

　
調
査
で
は
、
問
い
合
わ
せ
者
の
性
別
に
よ
り
、
同
一
の
求
人
先
が
ど
の
よ
う
な
反
応
の
違
い
を
み
せ
る
か
を
記
録
し
、
比
較
し
た
。
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最
終
的
に
三
紙
合
計
で
一
七
五
件
（
女
男
の
問
い
合
わ
せ
を
合
計
す
る
と
の
べ
三
五
〇
）
の
求
人
先
に
対
し
て
電
話
問
い
合
わ
せ
調
査

が
試
み
ら
れ
た
。
以
後
こ
の
一
七
五
件
と
い
う
数
値
を
基
礎
と
し
て
分
析
を
行
っ
て
い
く
が
、
そ
の
う
ち
女
男
双
方
と
も
、
電
話
で
問

い
合
わ
せ
で
き
た
も
の
が
一
六
一
件
（
九
二
・
○
％
）
、
締
め
切
ら
れ
て
い
た
も
の
が
三
件
（
一
・
七
％
）
、
ど
う
し
て
も
電
話
が
通
じ

な
か
っ
た
も
の
が
六
件
（
三
・
四
％
）
、
女
男
の
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
問
い
合
わ
せ
が
で
き
な
か
っ
た
調
査
不
完
全
な
も
の
が
五
件
（
二
・

九
％
）
で
あ
っ
た
。
新
聞
ご
と
の
調
査
内
訳
は
朝
日
六
六
件
、
毎
日
三
七
件
、
読
売
七
二
件
と
な
っ
た
。

　
な
お
、
サ
ン
プ
ル
と
し
た
広
告
は
各
紙
第
一
ぺ
ー
ジ
目
の
み
、
し
か
も
特
別
な
資
格
を
必
要
と
す
る
求
人
を
除
い
て
あ
る
た
め
、
問

い
合
わ
せ
な
か
っ
た
同
一
面
の
求
人
、
お
よ
び
他
面
の
求
人
も
含
め
た
全
求
人
広
告
と
本
サ
ン
プ
ル
と
の
ず
れ
、
す
な
わ
ち
問
い
合
わ

せ
求
人
サ
ン
プ
ル
の
妥
当
性
が
懸
念
さ
れ
る
。
実
際
、
電
話
調
査
を
行
っ
た
の
は
三
紙
合
計
一
七
五
件
で
あ
っ
た
が
、
求
人
広
告
の
載

っ
て
い
る
第
一
ぺ
ー
ジ
目
に
は
三
紙
合
計
で
二
四
〇
件
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
す
る
と
、
当
該
ぺ
ー
ジ
の
七
三
％
を

電
話
調
査
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
当
該
ぺ
ー
ジ
以
外
の
求
人
広
告
ぺ
ー
ジ
の
広
告
件
数
は
三
紙
合
計
で
二
六
八
件
あ
り
、
当
該
ぺ

ー
ジ
を
含
め
る
と
こ
の
日
五
〇
八
件
の
求
人
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
電
話
調
査
を
行
っ
た
の
は
そ
の
う
ち
の
一
七
五
件
、
全
体
の

三
四
％
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
H
の
九
に
お
い
て
検
討
を
加
え
る
。
ま
た
、
サ
ン
プ
ル
面
以
外
の

ぺ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
、
募
集
性
別
の
文
言
に
か
か
わ
っ
て
問
題
を
含
む
と
思
わ
れ
る
求
人
を
選
び
、
サ
ン
プ
ル
面
と
は
別
途
に
、
女
男

そ
れ
ぞ
れ
が
応
募
可
能
性
や
仕
事
の
内
容
等
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
て
み
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
号
に
掲
載
す
る
皿
に
お

い
て
、
サ
ン
プ
ル
面
の
調
査
分
析
に
加
え
て
紹
介
す
る
。

　
分
析
は
、
三
紙
の
合
計
値
を
中
心
に
行
う
。
東
京
地
域
に
お
け
る
新
聞
の
販
売
部
数
は
、
朝
日
が
約
一
二
九
万
部
、
毎
日
が
約
四
〇

万
部
、
読
売
が
約
一
五
六
万
部
（
日
本
A
B
C
協
会
調
べ
）
で
あ
る
。
発
行
部
数
の
上
位
三
位
を
占
め
る
こ
れ
ら
三
紙
の
合
計
に
よ
り
、

お
お
む
ね
東
京
に
お
け
る
新
聞
求
人
広
告
の
実
像
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
各
紙
別
の
傾
向
に
も
興
味
深



い
も
の
が
あ
る
の
で
、
11
の
八
で
新
聞
銘
柄
別
の
分
析
も
簡
単
に
行
い
た
い
。
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二
　
今
も
続
く
性
別
募
集
の
実
態
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本
調
査
は
、
同
一
の
求
人
先
に
女
性
と
男
性
が
問
い
合
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
先
方
の
性
別
に
よ
る
応
答
の
違
い
が
最
も
関
心

の
も
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
均
等
法
改
正
前
の
求
人
欄
は
、
「
女
性
」
「
男
性
」
「
男
女
（
ま
た
は
性
別
記
載
な
し
）
」
な
ど
募
集
欄
が
性
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
て
い

た
り
、
個
々
の
求
人
に
性
別
の
指
定
が
み
ら
れ
た
。
「
男
性
」
と
い
う
求
人
欄
や
個
別
広
告
で
の
「
男
性
募
集
」
と
い
う
文
言
は
、
も
と

も
と
均
等
法
違
反
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
募
集
・
採
用
で
の
男
女
差
別
が
禁
止
規
定
で
な
く
努
力
義
務
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て

か
、
八
六
年
の
均
等
法
施
行
以
降
九
九
年
改
正
前
ま
で
掲
載
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
。
前
回
ま
で
の
調
査
で
は
、
こ
の
募
集
性
別
を
軸
に

分
析
を
行
っ
た
が
、
募
集
職
種
、
就
業
形
態
、
賃
金
、
募
集
年
齢
、
学
歴
制
限
な
ど
に
お
い
て
、
明
ら
か
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
偏
り

が
析
出
さ
れ
た
。

　
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
九
九
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
改
正
均
等
法
で
は
、
募
集
・
採
用
、
昇
進
・
昇
給
に
お
け
る
性

差
別
が
禁
止
規
定
と
な
り
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
女
男
別
の
求
人
広
告
も
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
し
か
に
四
月
一
日
以
降
の

新
聞
求
人
広
告
を
み
る
と
、
わ
ず
か
の
例
外
を
除
い
て
、
女
男
別
募
集
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
い
る
。
し
か
し
、
三
月
三
十
一
日
ま

で
存
在
し
た
女
男
別
募
集
が
一
夜
に
し
て
両
性
募
集
に
な
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
実
際
に
は
性
別
募
集
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が

高
い
。

　
そ
こ
で
本
調
査
で
は
、
ま
ず
最
初
に
、
女
性
と
男
性
の
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
同
一
求
人
先
の
応
答
の
違
い
を
み
て
み
る

こ
と
に
し
た
。
先
に
断
っ
た
よ
う
に
、
基
礎
と
な
る
数
値
は
、
三
紙
合
計
の
一
七
五
件
で
あ
る
。
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（単位：％

女男募集
　56．O

i騨

潭　　　　　　　　締切
一　　　　　　　　　　　　その他

全175件

　　雛i藩

希
望
濃
厚
」
　
　
　
　
　
　
一
％
み
ら
れ
た
。
「
（
男
性
の
応
募
も
止
め
は
し
な
い
が
）

ス
の
求
人
先
で
あ
る
。
後
に
も
紹
介
す
る
が
、
男
性
が
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
「
こ
の
仕
事
は
パ
ー
ト
で
あ
り
、
男
性
だ
と
や
っ
て
い

け
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
心
配
し
て
く
れ
た
（
？
）
求
人
先
も
あ
る
。
「
女
性
希
望
濃
厚
」
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
間
い
合
わ
せ

者
を
中
心
に
、
全
員
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
決
定
し
た
。
後
出
の
「
男
性
希
望
濃
厚
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
女
性
・
男
性
ど
ち
ら
が
電
話
し
て
も
「
応
募
可
」
と

答
え
た
求
人
先
は
、
グ
ラ
フ
ー
に
示
し
た
「
女
男
募
集
」
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
九
八
件
、
五
六
・
○
％
と
、
全
一
七
五
件
の
間
い
合
わ
せ

先
の
約
半
分
に
と
ど
ま
っ
た
。
ど
ち
ら
の
電
話
に
も
即
座
に
「
履
歴

書
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
か
「
面
接
に
来
て
く
だ
さ
い
」
と
答
え

た
り
、
会
社
や
業
務
の
説
明
を
し
て
く
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
先
方
が
電
話
口
で
女
性
を
欲
し
い
と
明
言
し
た

求
人
先
は
、
グ
ラ
フ
の
内
訳
の
「
女
性
希
望
」
に
示
さ
れ
た
よ
う
に

一
九
件
、
一
〇
・
九
％
で
あ
っ
た
。
本
来
性
別
の
募
集
は
し
て
は
な

ら
な
い
は
ず
だ
が
、
実
際
の
問
い
合
わ
せ
に
、
「
今
回
は
女
性
の
募
集

で
す
」
と
か
「
男
性
は
無
理
で
す
」
な
ど
と
答
え
た
求
人
先
で
あ
る
。

ま
た
、
は
っ
き
り
と
性
別
の
指
定
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
女
男
が

問
い
合
わ
せ
た
際
の
返
答
や
口
調
の
違
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
女
性
が

欲
し
い
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
求
人
先
、
グ
ラ
フ
で
い
う
「
女
性

　
　
　
　
　
　
　
　
で
き
れ
ば
女
性
が
い
い
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
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結
局
、
「
女
性
募
集
」
と
お
ぼ
し
き
も
の
は
、
「
女
性
希
望
」
と
「
女
性
希
望
濃
厚
」
の
両
者
を
合
わ
せ
て
二
八
件
、
一
六
・
○
％
と

な
る
。

　
一
方
、
「
男
性
募
集
な
の
で
」
「
女
性
は
駄
目
」
な
ど
と
男
性
が
欲
し
い
と
明
言
し
た
求
人
先
、
グ
ラ
フ
ー
で
示
し
た
「
男
性
希
望
」

は
二
〇
件
、
一
一
・
四
％
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
「
印
刷
用
の
紙
を
持
っ
た
り
し
て
重
た
い
仕
事
な
の
で
」
と
か
「
泊
ま
り
も
あ

っ
て
男
性
の
み
の
希
望
で
す
」
と
い
っ
た
体
力
や
深
夜
勤
務
を
理
由
に
断
ら
れ
た
ケ
ー
ス
や
、
「
均
等
法
が
変
わ
っ
た
の
で
広
告
に
は
性

別
を
特
定
し
て
い
な
い
が
、
実
は
男
性
が
欲
し
い
」
と
“
本
音
”
を
も
ら
し
た
と
こ
ろ
が
、
何
件
か
あ
っ
た
。
ま
た
、
正
面
き
っ
て
男

性
募
集
を
明
言
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
「
営
業
は
歩
き
回
る
し
七
キ
ロ
の
鞄
を
持
っ
て
歩
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
女
性
に
は
厳
し
い

の
で
は
」
と
示
唆
す
る
な
ど
、
お
そ
ら
く
男
性
を
採
り
た
が
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
求
人
先
、
つ
ま
り
「
男
性
希
望
濃
厚
」
も
一
五

件
、
八
・
六
％
み
ら
れ
た
。

　
こ
れ
ら
「
男
性
希
望
」
と
「
男
性
希
望
濃
厚
」
を
合
わ
せ
て
「
男
性
募
集
」
と
判
断
さ
れ
た
求
人
は
三
五
件
、
二
〇
・
○
％
と
な
る
。

求
人
広
告
に
募
集
性
別
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
九
九
年
四
月
か
ら
違
法
に
な
っ
た
は
ず
の
「
女
性
募
集
」
や
、
改
正
前
か
ら

も
と
も
と
違
法
だ
っ
た
「
男
性
募
集
」
が
、
実
際
に
は
今
も
っ
て
続
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
な
お
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
締
め
切
り
（
両
性
と
も
「
締
め
切
っ
た
」
と
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
）
や
そ
の
他
の
理
由
で
性
別
応
募
可
能

性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
広
告
は
、
一
四
件
、
八
・
○
％
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
紙
面
上
か
ら
は
性
別
募
集
が
ほ
ぼ
一
掃
さ
れ
た
が
、
水
面
下
で
は
、
依
然
と
し
て
違
法
な
性
別
に
よ
る
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
募
集
性
別
ご
と
の
求
人
内
容
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
は
、
残

念
な
が
ら
と
い
う
べ
き
か
、
未
だ
有
効
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
前
回
調
査
と
同
じ
よ
う
に
、
募
集
性
別
ご
と
に
、
そ
の
求
人
内
容
を
分
析
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
電
話
に
よ
る
問
い
合
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わ
せ
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
「
女
性
希
望
」
「
女
性
希
望
濃
厚
」
を
併
せ
て

「
女
性
募
集
」
、
「
男
性
希
望
」
と
「
男
性
希
望
濃
厚
」
を
併
せ
て
「
男
性
募
集
」

と
し
、
こ
れ
に
「
女
男
募
集
」
を
加
え
た
三
つ
の
募
集
性
別
を
分
析
軸
に
用

い
る
こ
と
に
す
る
。

三
　
募
集
性
別
ご
と
に
み
た
募
集
職
種

　
ま
ず
、
電
話
調
査
か
ら
判
明
し
た
「
女
男
募
集
」
、
「
女
性
募
集
（
女
性
希

望
＋
女
性
希
望
濃
厚
）
」
、
「
男
性
募
集
（
男
性
希
望
＋
男
性
希
望
濃
厚
）
」
と

い
う
募
集
性
別
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
広
告
に
記
載
さ
れ
て
い
る
募
集
職
種

に
違
い
が
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
三
つ
の
募
集
性
別
ご
と
に
、
七
種
の
募
集
職
種
と
の
関
連
性
を
み
た
の
が

グ
ラ
フ
2
で
あ
る
。
職
種
分
類
は
過
去
に
行
っ
て
き
た
新
聞
求
人
広
告
調
査

と
同
じ
も
の
を
用
い
た
が
、
今
回
は
前
回
ま
で
事
務
、
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
、

営
業
等
の
各
職
種
に
含
め
て
い
た
「
管
理
職
」
を
独
立
さ
せ
た
。
「
専
門
マ
ニ

ュ
ア
ル
」
の
具
体
例
と
し
て
は
、
建
築
現
場
管
理
者
、
調
理
師
、
運
転
手
、

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
な
ど
、
「
専
門
ノ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
具
体
例
と
し
て
は
編
集

者
、
塾
教
師
、
プ
ラ
ン
ナ
ー
、
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
清

掃
・
警
備
等
」
に
は
、
軽
作
業
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
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ま
ず
「
女
男
募
集
」
と
回
答
し
た
求
人
先
で
は
、
「
事
務
」
が
最
多
の
二
六
・
五
％
を
占
め
る
も
の
の
、
「
営
業
」
（
一
七
・
三
％
）
、

「
専
門
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
一
七
・
三
％
）
、
「
専
門
ノ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
一
九
・
四
％
）
を
中
心
に
、
比
較
的
ま
ん
べ
ん
な
く
募
集
職
種
が

分
散
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
地
方
出
張
の
あ
る
営
業
職
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
、
交
通
誘
導
警
備
員
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
や
居
酒
屋

の
店
長
候
補
な
ど
、
こ
れ
ま
で
男
性
を
募
集
す
る
傾
向
の
強
か
っ
た
職
種
で
女
性
の
募
集
が
拡
が
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
流
動
化
が
み
ら

れ
る
。
特
に
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
募
集
の
女
性
へ
の
“
門
戸
開
放
”
（
女
性
を
断
わ
る
と
こ
ろ
も
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
）
が
目
に

つ
い
た
。
交
通
誘
導
警
備
員
募
集
の
場
合
は
、
「
法
改
正
に
よ
っ
て
女
性
の
深
夜
業
が
O
K
に
な
っ
た
の
で
」
と
い
う
先
方
の
答
え
だ
っ

た
。　

次
に
「
女
性
募
集
」
を
み
る
と
、
「
事
務
」
が
最
多
の
三
九
・
三
％
で
、
「
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
」
の
三
五
・
七
％
が
そ
れ
に
次
ぎ
、
両

者
で
八
割
近
く
が
占
め
ら
れ
て
い
た
。
明
ら
か
に
職
種
が
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
男
性
が
問
い
合
わ
せ
た

と
こ
ろ
「
仕
事
は
事
務
補
助
な
の
で
男
性
は
だ
め
」
と
対
応
し
た
医
療
関
係
の
経
理
事
務
、
同
じ
く
男
性
だ
か
ら
だ
め
だ
と
断
わ
ら
れ

た
「
お
座
敷
係
」
や
「
お
手
伝
い
さ
ん
」
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
男
性
の
応
募
問
い
合
わ
せ
に
、
「
男
性
の
パ
ー
ト
だ
と
ワ
ン
ラ
ン

ク
上
の
生
活
が
望
め
な
く
な
る
と
思
う
が
」
と
言
っ
て
正
社
員
応
募
の
方
を
勧
め
た
居
酒
屋
、
「
パ
ー
ト
は
女
性
し
か
採
ら
な
い
の
で
男

性
は
だ
め
」
と
断
っ
た
パ
ー
ト
の
清
掃
募
集
も
あ
っ
た
（
募
集
性
別
ご
と
に
み
た
就
業
形
態
の
分
析
は
、
次
節
で
行
う
）
。
男
性
に
は
「
も

う
締
め
切
っ
た
」
と
返
答
す
る
一
方
で
、
そ
の
直
後
の
女
性
の
電
話
に
は
「
今
日
の
二
時
に
面
接
に
来
て
ほ
し
い
」
と
道
順
を
丁
寧
に

教
え
て
く
れ
た
通
信
販
売
の
電
話
受
注
会
社
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
女
性
が
欲
し
い
と
言
っ
た
「
お
手
伝
い
さ
ん
」
募
集
の
求
人

先
は
、
そ
の
人
の
母
親
の
介
護
も
し
て
も
ら
い
た
く
て
女
性
を
求
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
適
性
を

み
て
採
用
す
る
、
と
い
う
の
が
均
等
法
時
代
の
こ
れ
か
ら
の
採
否
の
し
か
た
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
他
方
、
「
男
性
募
集
」
を
み
る
と
、
「
営
業
」
が
三
四
・
三
％
、
「
専
門
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
三
一
・
四
％
と
、
女
性
と
は
異
な
る
偏
り
が



改正男女雇用機会均等法下の新聞求人広告とジェンダー←）（田中ほか）129

み
ら
れ
、
「
女
性
募
集
」
同
様
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
女
性
に
は
「
土
日
は
休
め
な
い
し
、
夜
中
遅
く
一
二
時

に
な
る
」
と
色
々
理
由
を
つ
け
て
難
色
を
示
す
一
方
、
男
性
の
問
い
合
わ
せ
に
は
無
条
件
で
面
接
を
勧
め
た
リ
フ
ォ
ー
ム
会
社
の
営
業
、

「
わ
が
社
に
は
女
性
の
営
業
チ
ー
ム
は
な
く
、
男
性
ス
タ
ッ
フ
し
か
い
な
い
」
と
女
性
を
採
用
し
な
い
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
た
住
宅
関
連

材
の
営
業
、
男
性
に
は
「
車
の
運
転
に
慣
れ
た
男
性
の
方
が
い
い
か
と
思
う
」
と
“
本
音
”
を
も
ら
し
た
出
版
社
の
営
業
、
「
依
頼
者
の

方
で
男
性
を
求
め
て
い
る
た
め
女
性
は
採
れ
な
い
」
と
言
っ
た
役
員
付
き
の
運
転
手
募
集
、
女
性
が
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
「
も
う
締

め
切
っ
た
」
と
断
わ
ら
れ
た
の
に
男
性
が
か
け
る
と
歓
迎
さ
れ
た
美
装
会
社
の
「
現
場
管
理
者
」
な
ど
が
あ
っ
た
。
ほ
か
の
職
種
で
も
、

深
夜
勤
務
が
あ
る
の
で
女
性
は
駄
目
と
断
わ
ら
れ
た
ホ
テ
ル
の
ナ
イ
ト
フ
ロ
ン
ト
お
よ
び
夜
食
コ
ー
ナ
ー
の
人
材
募
集
、
女
性
に
対
し

て
は
執
拗
に
管
理
者
と
し
て
の
経
験
者
が
欲
し
い
と
言
い
張
っ
た
の
に
、
男
性
に
対
し
て
は
特
に
経
歴
を
問
わ
な
か
っ
た
リ
ー
ス
会
社

の
秘
書
室
長
の
募
集
な
ど
が
、
職
種
に
よ
る
性
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
い
ま
だ
に
根
強
く
存
在
す
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
た
。
役
員

付
き
の
運
転
手
や
深
夜
業
な
ど
も
、
一
律
に
性
別
募
集
を
せ
ず
、
や
は
り
希
望
や
適
性
に
応
じ
て
採
用
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

四
　
募
集
性
別
ご
と
に
み
た
就
業
形
態

　
求
人
の
募
集
性
別
と
、
広
告
に
記
載
さ
れ
て
い
る
就
業
形
態
を
み
た
の
が
グ
ラ
フ
3
で
あ
る
。

　
「
正
社
員
」
募
集
に
関
し
て
は
、
「
女
男
募
集
」
で
五
四
・
一
％
、
「
女
性
募
集
」
で
三
五
・
七
％
、
「
男
性
募
集
」
で
八
○
・
○
％
と
、

男
性
、
両
性
、
女
性
の
順
に
少
な
く
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
「
派
遣
社
員
」
お
よ
び
「
契
約
社
員
」
の
募
集

は
、
「
女
男
募
集
」
で
は
一
八
・
三
％
、
「
女
性
募
集
」
で
は
六
〇
・
七
％
、
「
男
性
募
集
」
で
は
八
・
六
％
と
、
逆
に
女
性
、
両
性
、
男

性
の
順
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
募
集
性
別
に
よ
っ
て
就
業
形
態
が
異
な
っ
て
お
り
、
男
性
は
正
社
員
で
採
用
さ
れ
る
求
人
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が
な
さ
れ
、
女
性
は
非
正
規
職
で
採
用
さ
れ
る
求
人
が
多
く
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
社
会
一
般
に
み
ら
れ
る
就
業
形
態
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
布
を
踏
襲
す

る
結
果
が
出
た
と
い
え
よ
う
。

　
実
際
、
調
査
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
男
性
が
電
話
し
た
と
こ
ろ
、
「
男
性

を
採
ら
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
パ
ー
ト
だ
か
ら
給
料
が
安
く
昇
給
も
な
い
」

と
暗
に
男
性
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
を
示
唆
さ
れ
た
り
、
「
（
均
等
法
改

正
に
よ
っ
て
）
広
告
で
は
男
女
の
別
が
言
え
な
い
た
め
女
性
募
集
と
は
書
け

な
か
っ
た
が
、
こ
の
条
件
で
い
い
の
か
」
と
、
問
い
合
わ
せ
た
男
性
が
逆
に

聞
き
返
さ
れ
た
事
務
パ
ー
ト
の
募
集
が
あ
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
求
人
社
の
方

で
、
人
が
一
人
生
き
て
い
け
る
だ
け
の
賃
金
は
払
え
な
い
の
で
パ
ー
ト
や
ア

ル
バ
イ
ト
で
募
集
、
し
か
し
そ
れ
は
「
家
族
を
背
負
っ
て
い
る
」
（
と
さ
れ
る
）

男
性
に
は
酷
だ
か
ら
、
夫
か
親
に
所
得
が
確
保
さ
れ
て
い
る
女
性
を
雇
用
し

よ
う
と
、
決
め
て
か
か
っ
て
人
材
募
集
し
て
い
る
節
が
う
か
が
え
る
。
反
対

に
、
女
性
が
リ
フ
ォ
ー
ム
会
社
の
正
社
員
職
募
集
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、

「
専
門
知
識
が
必
要
」
と
言
わ
れ
て
断
わ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
男
性
は
何
も
言

わ
れ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
な
ど
の
よ
う
に
、
女
性
に
は
正
社
員
応
募
の
ハ
ー
ド

ル
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
働
く
側
が
希
望
す
る
就
業
形
態
の
多
様
化
は
、
性
別
に
無
関
係
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に
進
行
し
て
い
る
。
男
性
で
も
パ
ー
ト
や
派
遣
、
ま
た
多
様
な
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
応
じ
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
働
き
方
を
し
た
い
者

も
い
る
だ
ろ
う
。
女
性
も
自
活
す
る
た
め
に
正
社
員
職
を
求
め
る

者
や
、
正
規
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
自
分
の
能
力
を
発
揮
し
た
い
者
が

少
な
く
な
い
は
ず
だ
。
い
ま
だ
に
み
ら
れ
る
男
性
H
正
社
員
、
女

性
目
パ
ー
ト
・
バ
イ
ト
・
派
遣
・
契
約
と
い
う
旧
来
の
図
式
は
、

低
成
長
経
済
時
に
は
通
用
し
な
い
し
、
ポ
ス
ト
均
等
法
時
代
に
も

そ
ぐ
わ
な
い
。

五
　
募
集
性
別
ご
と
に
み
た
記
載
賃
金

　
求
人
広
告
上
に
記
さ
れ
た
就
業
形
態
の
違
い
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
給
与
の
支
払
形
態
や
金
額
と
も
直
結
し
て
い
る
。

　
今
回
の
調
査
で
、
広
告
に
賃
金
が
記
載
さ
れ
て
い
る
比
率
は
、

ト
ー
タ
ル
で
八
五
・
一
％
（
一
四
九
件
）
で
あ
っ
た
。
賃
金
記
載
の

仕
方
は
、
年
俸
、
月
給
（
固
定
給
）
、
日
給
、
時
間
給
、
金
額
は
な

い
が
給
与
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
も
の
、
な
ど
に
分
け
ら
れ
る
。

　
グ
ラ
フ
4
は
、
募
集
性
別
ご
と
に
み
た
広
告
に
お
け
る
支
払
い

形
態
別
記
載
賃
金
平
均
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
金
額
は
記
載
さ
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れ
て
い
る
上
限
を
取
り
、
「
月
収
七
〇
万
以
上
」
な
ど
、
他
と
比
べ
て
極
端
に
高
い
賃
金
は
異
常
値
と
し
て
除
外
し
て
平
均
を
計
算
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
月
給
（
固
定
給
）
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
「
女
男
募
集
」
で
平
均
二
九
万
三
八
一
二
円
、
「
女
性
募
集
」
で
平
均
二
八

万
二
七
七
八
円
、
「
男
性
募
集
」
で
平
均
三
四
万
一
四
〇
〇
円
と
な
り
、
先
の
正
規
募
集
の
就
業
形
態
と
同
様
に
男
性
、
両
性
、
女
性
の

順
に
金
額
が
下
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
女
性
と
男
性
の
記
載
給
与
の
格
差
は
五
万
八
六
二
二
円
で
あ
る
。
月
給
制
に
よ
る
支
払

い
の
性
別
分
布
は
、
支
払
い
が
明
ら
か
に
な
っ
た
五
七
件
中
「
女
男
募
集
」
が
最
多
で
二
六
件
、
「
男
性
募
集
」
が
そ
れ
に
次
ぎ
二
一
件

み
ら
れ
、
「
女
性
募
集
」
の
月
給
制
は
七
件
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
日
給
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
「
女
男
募
集
」
で
平
均
一
万
二
四
〇
〇
円
、
「
女
性
募
集
」
で
平
均
一
万
二
〇
〇
〇
円
、
「
男
性
募
集
」
で

七
五
〇
〇
円
と
、
月
給
制
と
同
様
の
パ
タ
ー
ン
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
日
給
形
式
の
総
数
が
八
件
と
少
な
い
た
め
、
あ
ま
り
参
考

に
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
時
間
給
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
「
女
男
募
集
」
平
均
ニ
ニ
八
九
円
、
「
女
性
募
集
」
平
均
一
一
二
九
円
、
「
男
性
募
集
」
平
均
九
〇
〇
円

で
あ
る
。
時
間
給
制
の
二
四
件
中
で
「
女
性
募
集
」
が
一
四
件
と
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
男
性
募
集
」
の
時
間
給
制
は
一

件
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
こ
れ
も
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
女
性
が
募
集
さ
れ
る
際
は
、
非
正
規
雇
用
で
、
そ
の
分
時
間
給
制
が
と
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
月
給
制
で
あ

っ
て
も
低
め
の
給
与
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
言
え
る
。

　
な
お
、
年
俸
支
払
い
の
広
告
は
、
全
体
で
四
件
し
か
な
い
の
で
、
省
略
す
る
。

　
　
　
六
　
募
集
性
別
ご
と
に
み
た
記
載
年
齢

以
前
の
調
査
の
時
か
ら
気
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
労
働
の
場
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
の
問
題
と
と
も
に
、
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グラフ5募集性別ごとにみた記載年齢
　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）　　　　　平均年齢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「女男募集」40．8歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「女性募集」43．6歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「男性募集」472歳
＋　　　　　…畳…　　　　　一▲一　　　　　一崇一・　　　　「締切・他」45．8歳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全　　　体428歳

N）

77）

24）

27）

140）

　
！　

ノ

、
，
メ

50．0

40．0

30．0

20．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ！♂’・・、￥
）

　　　　　5／／　　　　＼、　　　ノ〆　、ミ▲
）
　　～25歳　～35歳　～45歳　～55歳　～65歳　～65歳　その他　記載なし　不間
集3．1　44．9　16．3　10．2　1．0　2．0　2．0　16．3　3。1
集3．6　17．9　39．3　14．3　0．0　0．0　0．0　14．3　0．0
集0．0　11．4　28．6 25．7　0．0　0．0　0．0　17．1　5．7
体1．7　33．1　22．9 14．9　0．6　1．7　1．7　15．4　2．9

　　　10．0

　　　　0．0

＋女男募≠
一匿一女性募萎

一▲一男性募≠

→←全　　イ

のQq
　
年
齢
が
採
用
・
不
採
用
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

欄の
　
う
疑
問
で
あ
る
。
若
す
ぎ
れ
ば
「
経
験
不
足
」
が
云
々
さ
れ
る
が
、

そ講
む
し
ろ
気
に
な
る
の
は
、
中
．
山
．
同
年
齢
層
の
業
種
や
職
種
の
選
択
の

※
縣

範
囲
の
狭
さ
、
中
で
も
女
性
の
選
択
肢
が
、
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

　
求
人
広
告
に
年
齢
が
記
載
さ
れ
て
い
た
の
は
、
全
体
で
八
一
・
七

％
（
一
四
三
件
）
、
「
年
齢
不
問
」
と
い
う
記
述
の
あ
る
も
の
（
五
件
）

を
加
え
る
と
年
齢
に
言
及
し
た
求
人
が
八
四
・
六
％
に
な
る
。
「
年
齢

不
問
」
を
除
く
「
女
男
募
集
」
の
年
齢
記
載
率
は
八
○
・
六
％
、
「
女

性
募
集
」
の
年
齢
記
載
率
は
八
五
・
七
％
、
「
男
性
募
集
」
の
年
齢
記

載
率
は
七
七
・
一
％
、
「
締
め
切
り
・
そ
の
他
」
の
年
齢
記
載
率
は
九

二
・
八
％
で
あ
っ
た
。
何
ら
か
の
年
齢
制
限
が
あ
る
こ
と
が
女
性
に

対
し
て
よ
り
多
く
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
男
性
へ
の
年
齢
制
限
は
、
や

や
ゆ
る
や
か
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
広
告
に
記
載
さ
れ
て
い
た
年
齢
の
上
限
を
一
〇
歳
刻
み
で
分
類

し
、
募
集
性
別
ご
と
に
ク
ロ
ス
集
計
し
た
結
果
が
グ
ラ
フ
5
で
あ
る

（
「
締
め
切
り
・
そ
の
他
」
は
省
略
）
。
ま
ず
、
「
女
男
募
集
」
は
「
二

六
～
三
五
歳
」
（
四
四
・
九
％
）
層
が
最
多
で
、
二
〇
代
後
半
か
ら
三
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○
代
前
半
に
か
け
て
の
募
集
が
半
数
弱
を
占
め
、
「
三
六
歳
～
四
五
歳
」
（
一
六
・
三
％
）
が
そ
れ
に
次
ぐ
。
平
均
年
齢
は
四
〇
・
八
歳

で
あ
る
。
次
に
「
女
性
募
集
」
は
、
ピ
ー
ク
が
女
男
募
集
よ
り
も
や
や
右
寄
り
で
「
三
六
～
四
五
歳
」
（
三
九
・
三
％
）
が
四
割
近
く
を

占
め
、
「
二
六
～
三
五
歳
」
（
一
七
・
九
％
）
が
そ
れ
に
次
ぐ
。
女
性
の
平
均
年
齢
は
四
三
・
六
歳
と
な
っ
た
。
一
方
、
「
男
性
募
集
」
は
、

さ
ら
に
右
寄
り
の
中
年
層
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
「
三
六
～
四
五
歳
」
（
二
八
・
六
％
）
と
「
四
六
～
五
五
歳
」
（
二
五
・
七
％
）
と
で
五

割
以
上
を
占
め
、
平
均
年
齢
は
女
性
の
そ
れ
よ
り
も
三
・
六
歳
高
い
四
七
・
二
歳
と
な
っ
た
。

　
「
男
性
募
集
」
と
「
女
性
募
集
」
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
女
性
の
年
齢
分
布
が
よ
り
若
め
に
、
男
性
は
そ
れ
よ
り
高
め
に
シ
フ
ト
し
て

い
て
、
女
性
に
対
し
て
年
齢
に
よ
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
よ
り
強
い
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
た
だ
し
「
女
男
募
集
」
が
最
も
若
め
の
傾

向
が
み
ら
れ
、
女
性
、
女
男
、
男
性
の
順
で
募
集
年
齢
が
上
が
っ
て
ゆ
く
前
回
の
傾
向
と
は
若
干
異
な
る
結
果
と
な
っ
た
。
職
種
ご
と

に
、
募
集
性
別
と
募
集
年
齢
を
ト
リ
プ
ル
ク
ロ
ス
集
計
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
求
人
件
数
の
多
い
「
事
務
」
「
営
業
」
「
専
門
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

な
ど
に
お
い
て
女
男
、
女
性
、
男
性
の
順
で
年
齢
が
上
が
っ
て
い
る
。
「
事
務
」
を
一
例
に
挙
げ
る
と
、
「
女
男
募
集
」
は
コ
一
六
～
三

五
歳
」
が
六
〇
％
に
達
し
て
若
い
人
が
求
め
ら
れ
る
傾
向
が
強
く
、
「
女
性
募
集
」
は
「
三
六
～
四
五
歳
」
の
中
年
層
が
四
六
％
を
占
め
、

「
男
性
募
集
」
は
そ
れ
よ
り
高
い
年
齢
層
で
あ
る
「
四
六
歳
～
五
五
歳
」
が
六
七
％
を
占
め
て
い
た
。
募
集
性
別
、
職
種
、
年
齢
と
は
、

相
互
に
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

七
　
募
集
性
別
ご
と
に
み
た
記
載
学
歴

　
求
人
広
告
に
記
載
さ
れ
て
い
る
学
歴
条
件
に
は
、
性
別
に
よ
っ
て
違
い
が
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
、
求
人
広
告
に
何
ら
か
の

学
歴
条
件
が
記
載
さ
れ
て
い
た
（
「
学
歴
不
問
」
を
除
く
）
の
は
全
体
で
一
九
・
四
％
（
三
四
件
）
に
と
ど
ま
り
、
学
歴
が
記
載
さ
れ
て

い
な
い
広
告
が
大
多
数
を
占
め
る
。
募
集
性
別
ご
と
に
み
た
学
歴
記
載
率
は
、
「
女
男
募
集
」
で
二
丁
五
％
、
「
女
性
募
集
」
で
一
〇
・
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グラフ6　募集性別ごとにみた記載学歴の内訳（3紙合計）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％
　　　　　　■高卒以上　□短大卒以上　麟大卒以上

　　　　　　　　　　　　　　500

38．138．123．8女男募集

33．3

62．5

47．1

、
、
　
　
　
　
　
　
’

　
　
’
住

、　
　
’

　’　’’’
’

、

　ノ　’ノ’
’

＼
￥
／
、

66．7

OfO・

23．5

37．5

29．4

女性募集

男性募集

全体

※「その他」は省略

七
％
、
「
男
性
募
集
」
で
二
二
・
九
％
、
「
締
め
切
り
・
そ
の
他
」

の
記
載
率
は
一
四
・
三
％
で
あ
っ
た
。

グ
ラ
フ
6
か
ら
、
学
歴
記
載
広
告
を
一
〇
〇
％
と
し
た
募
集
性

別
ご
と
の
学
歴
を
み
て
み
る
と
、
「
男
性
募
集
」
で
「
大
卒
以
上
」

が
最
も
多
く
六
二
・
五
％
、
次
い
で
「
女
男
募
集
」
、
「
女
性
募
集
」

の
順
に
大
卒
以
上
を
求
め
る
求
人
が
減
る
。
「
女
性
募
集
」
で
最
多

の
記
載
学
歴
は
「
高
卒
以
上
」
で
、
六
六
・
七
％
と
三
分
の
二
を

占
め
た
。
「
女
男
募
集
」
は
、
三
等
分
さ
れ
、
特
に
「
短
大
卒
以
上
」

と
「
大
卒
以
上
」
と
が
三
八
・
一
％
と
同
率
と
な
っ
た
。

広
告
中
で
の
学
歴
記
載
率
が
低
い
の
で
確
た
る
こ
と
は
い
え
な

い
が
、
「
女
男
募
集
」
に
「
短
大
卒
以
上
」
と
あ
る
の
は
、
女
性
の

採
用
を
考
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
女
性
募
集
」
は
も
と
も
と

学
歴
記
載
率
が
低
く
、
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
「
高
卒
以
上
」

が
求
め
ら
れ
、
一
方
「
男
性
募
集
」
の
方
は
、
も
と
も
と
学
歴
記

載
率
が
高
く
、
し
か
も
「
大
卒
以
上
」
が
求
め
ら
れ
る
傾
向
が
強

く
な
つ
て
い
る
。
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　　　　　　グラフ7　新聞別募集性別の内訳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

　　　　　　　■女男募集□女性募集□男性募集翻締切・他

　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50

137

・21縫

　！

1

13．6

　！　！

ー　ノ
！

罵
撫
騨

簿．

＆
壽

24．3162

、

　、

682

、

　、

25．0

￥
￥
1
￥

　　　　　18．1

「

石

嬉6
5鵡財，

20．0160

48．6

56．0

朝日新聞（N66）

毎日新聞（N37）

読売新聞（N72）

全体（N175）

八
　
新
聞
別
に
み
た
傾
向

qD

　
募
集
性
別
の
傾
向

　
こ
れ
ま
で
は
三
紙
合
計
の
数
値
で
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
、
朝
日
、
毎
日
、

読
売
、
三
紙
ご
と
の
求
人
広
告
特
性
を
み
て
お
こ
う
。

新
聞
ご
と
の
電
話
調
査
に
よ
る
求
人
先
の
反
応
の
内
訳
（
グ
ラ
フ
7
）
は
、

朝
日
が
六
六
件
中
「
女
男
募
集
」
六
八
・
二
％
（
四
五
件
）
、
「
女
性
募
集
」
一

三
・
六
％
（
九
件
）
、
「
男
性
募
集
」
一
二
・
一
％
（
八
件
）
、
「
締
め
切
り
・
そ

の
他
」
六
・
一
％
（
四
件
）
で
あ
る
。
毎
日
は
、
三
七
件
中
「
女
男
募
集
」
四

八
・
六
％
（
一
八
件
）
、
「
女
性
募
集
」
一
六
・
二
％
（
六
件
）
、
「
男
性
募
集
」

二
四
・
三
％
（
九
件
）
、
「
締
め
切
り
・
そ
の
他
」
一
〇
・
八
％
（
四
件
）
で
あ

る
。
読
売
は
、
七
二
件
中
「
女
男
募
集
」
四
八
・
六
％
（
三
五
件
）
、
「
女
性
募

集
」
一
八
・
一
％
（
一
三
件
）
、
「
男
性
募
集
」
二
五
・
○
％
（
一
八
件
）
、
「
締

め
切
り
・
そ
の
他
」
八
・
三
％
（
六
件
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
両
性
募
集
が
最

多
で
あ
る
が
、
朝
日
が
七
割
近
く
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
改
正
均
等
法
を
よ
り
遵

守
し
て
い
る
の
に
対
し
、
残
り
二
紙
の
両
性
募
集
は
い
ず
れ
も
五
割
弱
に
と
ど

ま
り
、
そ
の
分
実
際
に
は
違
法
と
さ
れ
る
性
別
指
定
を
し
て
い
る
割
合
、
中
で

も
「
男
性
募
集
」
の
割
合
が
二
五
％
前
後
と
高
く
な
っ
て
い
る
。
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　グラフ8朝日新聞における募集性別ごとにみた募集職種
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

■管理職EI事務國販売サービス圏営業闘専門マニュアルEヨ専門ノンマニュアル目清掃警備皿記載なし

　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　　　　100

女男募集（N45）

女性募集（N9）

男性募集（N8）

　　　　0．0

締切・他（N4）

　　　　　0。0

全体（N175）

　　　　　　　4＆9　22156戴　
α0

　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　ヤヤヤノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　　　　　　　　ヤ　　　ヤ

／　　　　　　　　　　　　　　　’、　　　　　　　』、一一一α0

　α0　　556　　　．、，纒鐡舞縫11，1
　　　0．0　　　　　　　＿一一　二二　　一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　”　　！　　　0．0
　12．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12．5

／！　　　、・　0。0　，，＿ノ”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0ρ

￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、隔　『＿

ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　ヤ　ヤ

　　　　　　　　　、、　　．餅雪　　、　　　　　　　　　．：：／α0

　　　　　　424　　　級，∫　1獄7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15

　グラフ9毎日新聞における募集性別ごとにみた募集職種
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

■管理職□事務［コ販売サービス團営業圏専門マニュアル渥博門ノンマニュアノレ目清掃・警備皿記載なし

　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　　　　100

女男募集（Nl8）

女性募集（N6）

男性募集（N9）

　　　　0。0

締切・他（N4）

全体（N37）

0．0

11ユ　藁1ご1ヌ壌　　16

0．0

27。 22。2

50ρ 33．3

444

0，01
0．0

33。3

16。2

25．0　　0．0

13，5　　　　　27。0

　　￥　　　ペ　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　　　　9．0一ノ

25．0　　　　　　25．0

／

24，3

Z7

0ρ
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　　　　グラフ10　読売新聞における募集性別ごとにみた募集職種
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

　■管理職□事務國販売・サービス團営業圏専門マニュアル凹専門ノンマニュアノレ目清掃・警備皿記載なし

　　　　　　O　　　 lO　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　80　　　90　 100
0．0

Qo

　
　
α
o
　
　
α
o

　　　　　　　　　　　　　　　　．：i’191。4iii　　l1．4

、
、
　
　

、
、
一
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ω
職
種
の
傾
向

　
職
種
別
に
み
る
と
（
グ
ラ
フ
8
～
1
0
）
、
三
紙
と
も
「
女
性
募
集
」
で
の

「
事
務
職
」
が
最
多
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
中
で
も
朝
日
に
そ

の
傾
向
が
強
く
、
六
割
近
く
と
過
半
数
を
占
め
る
。
ま
た
朝
日
は
、
「
女
男

募
集
」
に
お
い
て
も
「
事
務
職
」
が
五
割
と
他
紙
に
抜
き
ん
出
て
多
く
な

っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
朝
日
の
「
女
男
募
集
」
で
は
、
「
専
門
ノ
ン
マ
ニ
ュ

ア
ル
」
が
三
割
と
多
い
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。
「
男
性
募
集
」
で
は
「
営
業
」

が
六
割
と
多
く
、
他
紙
で
多
い
「
専
門
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
少
な
い
一
方
で
、

他
紙
に
少
な
い
「
専
門
ノ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
多
い
点
も
特
徴
と
い
え
よ

う
。　

毎
日
は
、
「
女
男
募
集
」
で
の
職
種
が
比
較
的
分
散
し
て
い
る
が
、
読
売

と
並
ん
で
「
専
門
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
比
率
が
高
い
。
「
女
性
募
集
」
で
は
、

朝
日
と
並
ん
で
「
事
務
職
」
が
半
数
を
占
め
る
が
、
「
清
掃
・
警
備
」
が
三

割
を
占
め
て
い
る
点
が
目
立
つ
。
「
男
性
募
集
」
で
は
、
「
専
門
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
が
四
割
、
「
清
掃
・
警
備
」
が
三
割
を
占
め
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ

る
。　

読
売
は
、
「
女
男
募
集
」
に
お
い
て
「
専
門
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
全
求
人
職

種
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
、
三
紙
中
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
「
女
性
募
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グラフ11朝日新聞における募集性別ごとにみた就業形態
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）
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グラフ12　毎日新聞における募集性別ごとにみた就業形態
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

　　　　■正社員　ロパート・アルバイト島派遣社員　0契約社員團その他

　0　　　　10　　　20　　　30　　　40　　　50　　　60　　　70　　　80　　　90　　100

女男募集（Nl8）

女性募集（N6）

男性募集（N9）

締切・他（N4）

　　全体（N37）

89 1a7嘘み蟻　1α7
　　　　　　　　0．0

66．7 ぴ講冥

￥

￥

　￥

　α0
厳ん

ll．1

48．7

75．0

　　ノ
0．01

21．6

ハず
、

　、

螂lfl・
1（L8

α0／



改正男女雇用機会均等法下の新聞求人広告とジェンダー（→（田中ほか）

　グラフ13読売新聞における募集性別ごとにみた就業形態
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集
」
で
は
「
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
」
が
五
割
近
く
に
達
し
、
「
男
性
募
集
」
で
は

「
管
理
職
」
が
一
割
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
る
。

⑥
　
就
業
形
態
の
傾
向

就
業
形
態
別
に
み
る
と
（
グ
ラ
フ
ー1
～
1
3
）
、
朝
日
で
「
男
性
募
集
」
の
全

て
が
「
正
社
員
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
女
男
募
集
」
と
「
女
性
募
集
」

で
は
「
正
社
員
」
が
四
～
五
割
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
中
で
も
「
女
性
募
集
」

の
四
割
強
は
「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
と
な
っ
て
い
る
。

毎
日
で
は
、
や
は
り
「
男
性
募
集
」
に
「
正
社
員
」
が
多
く
八
割
近
く
を

占
め
、
ま
た
「
女
男
募
集
」
で
も
「
正
社
員
」
が
四
割
近
い
の
に
対
し
、
「
女

性
募
集
」
で
は
「
正
社
員
」
が
二
割
弱
に
と
ど
ま
り
、
「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
」
が
七
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。

　
読
売
は
、
「
男
性
募
集
」
の
七
割
が
「
正
社
員
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
女

男
募
集
」
も
「
正
社
員
」
が
七
割
近
く
を
占
め
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

「
女
性
募
集
」
は
、
「
正
社
員
」
「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
が
と
も
に
四
割
台

で
半
々
ち
か
く
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
男
性
募
集
」
の
多
く
が
「
正
社
員
」
で
あ
り
、
「
女
男
募
集
」
で
は
「
正

社
員
」
が
半
数
か
ら
そ
れ
以
上
、
「
女
性
募
集
」
で
は
「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
」
が
半
数
か
ら
そ
れ
以
上
と
い
う
傾
向
が
、
三
紙
に
共
通
し
て
指
摘
で
き
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表2　電話調査分と全求人広告ぺ一ジ量との乖離（募集職種）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）内％

全
　
　
体
　
　
件

不
明

清
掃
・
警
備

専
門
ノ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル

専
門
マ
ニ
ュ
ア
ル

営
業

販
売
・
サ
ー
ビ
ス

事
務

管
理
職

募集職種

調査ぺ一ジ

と

全体ぺ一ジ

175

100．0）

65

100．0）

240

100．0）

508

100．0）

　9　　　　　42　　　　　20　　　　　32　　　　　31　　　　　23　　　　　17　　　　　1

（5．1）（24．0）（11．4）（18。3）（17．7）（13。1）（9．7）（0．6）

　1　　　　　6　　　　　1　　　　　4　　　　　12　　　　　35　　　　　6　　　　　0

（L5）（9．2）（L5）（6．2）（18．5）（53．8）（9．2）（0．0）

　10　　　　48　　　　21　　　　36　　　　43　　　　58　　　　23　　　　　1

（4．2）　　（20．0〉　　（8．8）　　（15．0）　（17．9）　（24．2）　　（9．6）　　（0．4）

　19　　　　110　　　　35　　　　　95　　　　　57　　　　132　　　　59　　　　　1

（3．7）（21．7）（6．9）（18．7）（11．2）（26．0）（11．6）（0．2）

（1）電話調査分

（2）当該ぺ一ジ非調査分

（3）当該ぺ一ジ全体［（1）＋（2）］

（4）求人ぺ一ジ全体（（3）を含む）

※（2）は、調査対象ぺ一ジにもかかわらず、もともと性別指定（違反）されていたもの、要

資格で調査対象から外したもの、住所記載しかなく電話調査ができなかったもの等からな

る

よ
う
。

九
　
問
い
合
わ
せ
サ
ン
プ
ル
の
妥
当
性
に
つ
い
て

　
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
求
人
広
告
の
調
査
結
果
は
、
数
ぺ
ー
ジ
あ
る

求
人
広
告
中
の
最
初
の
ぺ
ー
ジ
（
た
だ
し
毎
日
は
一
ぺ
ー
ジ
の
み
）
を
サ

ン
プ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
ぺ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
た

求
人
で
あ
っ
て
も
、
技
術
系
な
ど
の
特
別
な
資
格
を
要
す
る
求
人
や
、
電

話
番
号
の
記
載
の
な
い
求
人
、
そ
れ
に
読
売
に
み
ら
れ
た
「
看
護
婦
」
「
正

准
看
護
婦
」
募
集
の
二
件
の
違
反
広
告
を
問
い
合
わ
せ
か
ら
除
外
し
て
あ

る
。
そ
の
結
果
、
問
い
合
わ
せ
調
査
の
対
象
が
合
計
一
七
五
件
と
な
っ
た
。

　
こ
の
一
七
五
件
が
、
本
来
掲
載
さ
れ
て
い
る
求
人
広
告
総
数
に
対
し
て

サ
ン
プ
ル
と
し
て
妥
当
性
を
も
つ
か
ど
う
か
を
検
証
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
既
に
H
の
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
電
話
調
査
が
で
き
た
一
七
五
件
は
、

当
該
ぺ
ー
ジ
ニ
四
〇
件
分
の
七
三
％
に
相
当
し
、
総
求
人
広
告
件
数
五
〇

八
件
の
三
四
％
と
全
サ
ン
プ
ル
の
三
分
の
一
で
あ
る
。

　
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
他
ぺ
ー
ジ
を
も
含
む
全
求
人
ぺ
ー
ジ
の
内
容

分
析
を
行
っ
た
上
で
、
改
め
て
今
回
の
電
話
調
査
分
の
内
容
と
比
較
し
て

み
た
と
こ
ろ
、
「
専
門
ノ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
除
き
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
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表3　電話調査分と全求人広告ページ量との乖離（就業形態）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）内％
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全
　
　
体
　
　
件

不
明

そ
の
他

派
遣
社
員

契
約
社
員

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

正
社
員

就業形態

調査ぺ一ジ

と

全体ぺ一ジ

175

100．0

65

100．0

240

100．0

508

100．0

　99　　　　　29　　　　　8　　　　　　3　　　　　　5　　　　　31

（56．6）（16．6）（4．6）　（1．7）　（2．9）（17．7）

　34332023（52．3）（4．6）　（4．6）　（3．1）　（0．0）（35．4）

　133　　　　32　　　　　11　　　　　5　　　　　　5　　　　　54

（55．4）（13．3）（4．6）　（2．1）　（2．1）（22．5）

　244　　　　97　　　　　38　　　　　20　　　　　6　　　　　103

（48．0）　　（19．1）　　（7．5）　　（3。9）　　（1．2）　　（20．3）

（1）電話調査分

（2）当該ぺ一ジ非調査分

（3）当該ぺ一ジ全体［（1）＋（2）］

（4）求人ぺ一ジ全体（（3）を含む）

い
は
な
か
っ
た
。

　
表
2
は
、
ω
電
話
調
査
分
（
合
計
一
七
五
件
）
、
⑭
調
査
当
該
ぺ
ー
ジ
で
あ

り
な
が
ら
違
反
広
告
や
電
話
番
号
な
し
・
要
資
格
な
ど
で
電
話
調
査
か
ら
除

外
し
た
分
（
合
計
六
五
件
）
、
⑥
調
査
当
該
ぺ
ー
ジ
全
体
［
ω
＋
⑭
］
（
合
計

二
四
〇
件
）
、
㈲
求
人
ぺ
ー
ジ
全
体
［
⑥
を
含
む
求
人
全
ぺ
ー
ジ
］
（
合
計
五

〇
八
件
）
の
、
職
種
別
内
訳
で
あ
る
。

　
調
査
を
行
っ
た
ω
の
数
値
と
、
本
来
調
査
を
行
う
べ
き
⑥
の
数
値
、
ま
た

は
全
求
人
広
告
㈲
の
数
値
を
比
較
す
る
と
、
「
管
理
職
」
で
最
大
差
一
・
四
ポ

イ
ン
ト
、
「
事
務
職
」
で
最
大
差
四
ポ
イ
ン
ト
、
「
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
」
で
最

大
差
四
・
五
ポ
イ
ン
ト
、
「
営
業
」
で
最
大
差
三
・
三
ポ
イ
ン
ト
、
「
専
門
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
で
最
大
差
六
・
五
ポ
イ
ン
ト
、
「
専
門
ノ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
で
最

大
差
二
一
・
九
ポ
イ
ン
ト
、
「
清
掃
・
警
備
」
最
大
差
一
・
九
ポ
イ
ン
ト
と
、

「
専
門
ノ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
除
い
て
い
ず
れ
も
数
パ
ー
セ
ン
ト
の
範
囲
内
の

違
い
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
お
お
む
ね
、
問
い
合
わ
せ
た
一
七
五
件
の
サ
ン

プ
ル
は
妥
当
な
も
の
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
①
の
中
で
の
「
専
門
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
割
合
が
⑥
や
㈲
と
比
較
し
て
一
〇

ポ
イ
ン
ト
以
上
少
な
い
の
は
、
求
人
に
専
門
的
な
資
格
を
要
す
る
も
の
が
多

か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
資
格
等
を
持
た
な
い
問
い
合
わ
せ
担
当
者
が
電
話
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で
応
募
の
可
否
を
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
情
に
よ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
今
回
の
電
話
調
査
に
お
け
る
「
専

門
ノ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
職
域
は
、
も
し
全
サ
ン
プ
ル
の
調
査
が
行
え
た
と
し
た
ら
、
も
う
少
し
違
っ
た
結
果
が
出
た
（
た
と
え
ば
、

も
っ
と
女
性
排
除
の
傾
向
が
強
い
、
と
い
っ
た
よ
う
な
）
が
出
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
同
様
に
、
表
3
に
は
就
業
形
態
別
の
内
訳
を
掲
げ
た
が
、
こ
れ
も
、
「
正
社
員
」
で
ω
の
電
話
調
査
分
の
値
が
若
干
高
い
ほ
か
は
、
大

き
な
差
は
み
ら
れ
な
い
。
給
与
金
額
、
年
齢
、
学
歴
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
当
該
ぺ
ー
ジ
と
全
ぺ
ー
ジ
の
デ
ー
タ
と
の
比
較
を
行
っ
た

が
、
い
ず
れ
も
き
れ
い
に
重
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
電
話
調
査
分
は
、
新
聞
求
人
広
告
の
実
態
を
お
お
む
ね
反
映
し
て

い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
号
に
掲
載
）

　
（
1
）
　
労
働
省
女
性
局
「
求
人
広
告
を
取
り
扱
う
皆
様
に
　
均
等
法
が
変
わ
り
ま
す
！
　
求
人
広
告
作
成
上
の
留
意
点
」
労
働
省
女
性
局
、
一
九
九
八
年
一

　
　
〇
月
。

　
（
2
）
　
田
中
和
子
・
諸
橋
泰
樹
「
新
聞
求
人
広
告
は
女
性
の
二
ー
ズ
に
応
え
て
い
る
か
」
田
中
和
子
・
諸
橋
泰
樹
編
著
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
み
た
新
聞
の
う

　
　
ら
・
お
も
て
』
現
代
書
館
、
一
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資料1　求人広告作成上の留意点

1　募集及び採用について事業主が適切に対処するための指針について

　募集及び採用に関し、雇用管理区分（職種、資格、雇用形態、就業形態等の区分その他

の労働者についての区分であって、事業主がその雇用する労働者に対して、配置・昇進．

教育訓練等を行うに際して、当該区分に属している労働者について他の区分に属している

労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。）ごとに、次に掲

げる措置を講ずることは、改正男女雇用機会均等法第5条に違反します。事業主は、改善

例を参考に適切に対処することが必要です。

（指針の内容）

1　募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象から女性を排

除すること。

（排除していると認められる例）

①一定の職種について募集又は採用の対

　象を男性のみとすること。

　の対象を男性のみとすること。
③
募
鍛 慧講簾欝略

　対象を男性のみとすること。

④常時雇用する労働者を募集し、又は採

　用する場合において、その対象を男性の

　みとすること。

⑤募集又は採用に当たって、男性を表す

　職種の名称を用いること（女性を排除し

　ないことが明らかである場合を除く。）

⑥　募集又は採用に当たって、「男性歓迎」

　「男性向きの職種」等の表示を行うこと。

②　いわゆる総合職について募集又は採用

　く悪い例＞

営業職男性のみ　→

研究職（男性）　→

男性幹部社員　　→

建設技術者（男）→

総合職（男性）　→

＞
　
　
　
者

例
　
　
員
術

善
職
職
社
技
職

改
業
究
部
設
合

く
営
研
幹
建
総

i大卒灘翻一｛大卒諜

i総務・経理（男性→　総務・経理（高卒以

i高卒以上）　　　　　上）

i男性正社員　　　→　正社員

i
i営業マン　　　　→　営業マン（男女）、

i　　　　　　　　　　営業職、営業部員

iウェイター　　　→　ウェイター・ウェイ

　　　　　　　　　　　トレス、フロアスタ

i　　　　　　　　　ツフ
iカメラマン　　　→　カメラマン（男女）、

i　　　　　　撮影スタッフ
iルートセールス　→　ルートセールス

i（男性向き）

i支店長候補（男性→　支店長候補（男女）

i歓迎）

i重機オペレーター→　重機オペレーター

i（男性優先、40歳　　（40歳まで）

iまで）
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⑦女性を募集の対象としているにもかかi

　わらず、応募の受付等の対象を男性のみi

　とすること。　　　　　　　　　　　i
⑧女性を採用しないという方針のもとi
　に、採用決定に当たって女性を排除する　i

　こと。　　　　　　　　　　　　　i

2　募集又は採用に当たって、男女をともに募集又は採用の対象としているにもかか

わらず、女性又は男性についての募集又は採用する人数を設定すること。

（人数を設定していると認められる例）

①男女別の採用予定人数を明示して、募

　集すること。

②男性について採用する最低の人数を設

　定して募集すること。

③男性の選考を終了した後で女性を選考

　すること。

i　〈悪い例＞　　　　〈改善例〉

i大卒男性80名、大→　大卒100名

1卒女性20名

i技術スタッフ（男→　技術スタッフ（8名）

i性5名、女性3名）

i男女社員10人募→男女社員10人募集
i集（うち男性は7

i名以上）

1
【

3　募集又は採用に当たり、年齢、婚姻の有無、通勤の状況その他の条件を付す場合

において、女性に対して男性と異なる条件を付すこと。

（異なる条件を付していると認められる例）i　〈悪い例＞

①応募することができる年齢の上限を設i経理事務　 →

　けて募集し、又は採用する場合において、i（男性40歳まで、

　女性が応募することができる年齢を男性i女性25歳まで）

　に比して低く設定すること。　　　　　i男女アルバイト募集→

　　　　　　　　　　　　　　　　　i（男性18～30歳まで、

　　　　　　　　　　　　　　　　　i女性18～22歳まで）

②女性についてのみ、未婚者であることi販売員（30歳未満）→
　を条件とすること。　　　　　　　　　　i（女性は未婚者に限る）

③女性についてのみ、自宅から通勤するi大卒男女（30歳未→

　ことを条件とすること。　　　　　　　　i満）（女性は自宅通勤

　　　　　　　　　　　　　　　　　いこ限る）

④大学等の卒業者を募集し、又は採用すi来春大卒男女　→
　る場合において、女性についてのみ、大i（女性は浪人、留年

　学等の入学時の年齢が一定の年齢以下でi不可）

　あること又は大学等に在学した年数が一i

　定の年数以下であることを条件とするこ　i

　と。　　　　　　　　　　　　　　i
⑤「女性は未婚者優先」、「女性は自宅通i一般事務（25歳未満）→

　勤者優先」等の一定の事情にある女性に　i（女性は自宅通勤

〈改善例＞

経理事務

（40歳まで）

男女アルバイト募集

（18～30歳まで）

販売員（30歳未満）

大卒男女

（30歳未満）

来春大卒男女

一般事務（25歳未満）
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ついて異なる取扱いをする旨の表示を行

うこと。

i者優先）

i男女事務員　　　→　男女事務員

i（女性はワープロ　　（ワープロのできる

iのできる人優先）　　人優先）

iバイヤー（男女）→　バイヤー（男女）

i（女性は語学堪能な方）　　（語学堪能な方）

4　求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、女性に対して男性

　と異なる取扱いをすること。

（異なる取扱いをしていると認められる例）i　〈悪い例〉

①　会社の概要等に関する資料を送付する　i会社案内等の資料を→

　対象を男性のみとし、又は女性に送付すi男性にのみ送付する

　る時期を男性より遅くすること。　　　　i女性への資料送付時→

　　　　　　　　　　　　　　　　　i期が男性より遅い

②男性に送付する会社の概要等に関するi男性への会社案内→

　資料の内容を、女性に送付する資料の内i等の内容が女性に

　容と比較して詳細なものとすること・　　i対するものより詳

　　　　　　　　　　　　　　　　　i細である
③求人内容等に関する説明会を実施するi会社説明会の対象→

　に当たって・その対象を男性のみとし・　iを男性のみとする

　又は女性を対象とする説明会を実施する　i女性に対する説明→

　時期を男性より遅くすること。　　　　　：会の実施が男性よ

　　　　　　　　　　　　　　　　　iり遅い

〈改善例＞

男女に送付する

同一時期に送付する

同一内容のものとす

る

男女合同とする

男女合同に同一時期

に実施する

5　採用試験等について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。

（異なる取扱いをしていると認められる例）i　〈悪い例〉

①女性についてのみ採用試験を実施するi女性についてのみ→

　こと。　　　　　　　　　　　　　　　　i採用試験を実施

②　男女について実施する採用試験のほi2次試験として女性に→

　か、女性についてのみ別の採用試験を実iのみ面接試験を行う

　施すること。　　　　　　　　　　　　i2次試験として女性に→

　　　　　　　　　　　　　　　　　1のみ語学試験を行う

③面接に際して、一定の事項について女i女性にのみ「結婚し→

　性に対してのみに質問すること。　　　iても仕事を続けるの

　　　　　　　　　　　　　　　　　iか」を質問する

　　　　　　　　　　　　　　　　　：女性にのみ「恋人はい→

　　　　　　　　　　　　　　　　　iますか」を質問する

④採用試験の合格基準を、女性について：女性の合格基準が男性→

　男性と異なるものとすること。　　　　iに比べ高い又は低い

⑤　採用選考に当たって、採用の基準を満：

　たす者の中から男性を優先して採用する　i

　こと。　　　　　　　　　　　　　　　　　：

〈改善例＞

男女同一に実施する

又は実施しない

男女同一に実施する

又は実施しない

男女同一に実施する

又は実施しない

質問しない

質問しない

男女同一基準とする
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6　募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象を女性のみと

すること。

（女性のみとしていると認められる例）

①一定の職種について募集又は採用の対

　象を女性のみとすること。

②いわゆる一般職について募集又は採用

　の対象を女性のみとすること。

③高校卒業者等一定の応募資格を定めて

　募集し、又は採用する場合において、そ

　の対象を女性のみとすること

④短時間労働者又は期間を定めて雇用さ

　れる労働者を募集し、又は採用する場合

　において、その対象を女性のみとするこ

　と。

⑤　募集又は採用に当たって、女性を表す

　職種の名称を用いること（女性のみとし

　ないことが明らかである場合を除く。）。

⑥　募集又は採用に当たって、「女性歓迎」

　「女性向きの職種」等の表示を行うこと。

　〈悪い例＞

事務職女性のみ　→

女性店員　　　　→

女性秘書　　　　→

営業アシスタント→
（女性）

一般職女性のみ　→

高卒事務系女子

　　技能系男女

縫製スタッフ

（女性高卒以上）

女性パート

女性アルバイト

→

→

↓
↓

1年契約社員（女）→

ウェイトレス　　→

スチュワーデス　→

看護婦 →

保母　　　　　　→

添乗員（女性歓迎）→

販売スタッフ（女→

性向きの仕事）

貴女のソフトな感→

性が生きる仕事

〈改善例＞

事務職

店員

秘書

営業アシスタント

一般職

高卒事務系

　　技能系

縫製スタッフ

（高卒以上）

パート

アルバイト

1年契約社員

ウェイター・ウェイト

レス、フロアスタッフ

客室乗務員、フライト

アテンダント

看護婦・看護士、看

護婦・士

保育士

添乗員

販売スタッフ

ソフトな感性が生き

る仕事

2　指針の適用除外

　次のいずれかに該当する場合については、男女異なる取扱いをすることに合理的な

理由があるものと認められ、この指針は適用されません。

（1）次に掲げる職業に従事する労働者に係る場合

　　〔欝互雛臨ぞ惚蝶燦強錨撃灘2鑑二〕
　①俳優、モデル等芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から一方の性に従

　　事させることが必要である職業

　②　守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業

　（例）もっぱら高額の現金を現金輸送車等により輸送する業務の従事者
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　　　　　（受付、出入者のチェックのみの業務、単なる集金人は含まれない。）

　③宗教上、風紀上、スポーツ競技の性質上その他の業務の性質上いずれか一方の性に

　　従事させることについて①、②と同程度の必要性があると認められる職業

　（例）宗教上：神父、巫女

　　　風紀上：女性更衣室の係員

　　　業務の性質上：ホスト、ホステス

（2）労働基準法により、坑内労働、危険有害業務又は年少者の深夜業については、女性の

　労働が制限され、又は禁止されていることから、通常の業務を遂行するために、女性に

　対して男性と均等な機会を与え、又は取扱いをすることが困難であると認められる場合

（3）風俗、風習等の相違により女性が能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合その他

　特別の事情により、女性に対して男性と均等な機会を与え、又は取扱いをすることが困

　難であると認められる場合

3　女性労働者に係る措置に関する特例（第9条関係）

　募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇に関する規定は、

事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障になっている事

情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるも

のではありません。

　女性には特有の感性・特性があるなどの先入観や固定的な男女の役割分担意識に基づ

き、女性のみを募集・採用や配置の対象とすることは、かえって、女性の職域を限定し

たり、女性と男性の仕事を分離してしまうという弊害をもたらすものです。

　このため、今回の改正においては、「女性のみ」又は「女性優遇」の措置は、原則とし

て女性に対する差別として禁止する一方、男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保す

ることを目的とした措置、すなわち、過去の女性労働者に対する取扱いなどが原因で雇

用の場に生じている男性労働者との間の事実上の格差を是正することを目的として行

う措置については法に違反しない旨を明記しました。

　例えば、次のような措置を事業主が講することは違法ではありません。

〈募集及び採用について＞

　女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分における募集又は

採用に当たって、求人情報の提供について女性に有利な取扱いをすることその他男性と

比較して女性に有利な取扱いをすること。

　なお、女性労働者が男性労働者と比較して「相当程度少ない」とは、我が国における

全労働者に占める女性労働者の割合、すなわち4割を下回っている状況をいいます。

労働省女性局「求人広告を取扱う皆様に　均等法が変わります！　求人広告作成上の留

意点」1998年より、例示の一部をカットして転載


